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【手続補正書】
【提出日】平成23年12月8日(2011.12.8)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　金属基材をコーティングする方法であって：
（ａ）ここで記載されるように、合金コントロール材料を基材上に蒸着または電着させる
工程と；
（ｂ）基材を溶融コーティング材料浴に通して、溶着させた合金コントロール材料上にコ
ーティング材料のコーティングを形成する工程とを
包含する方法。
【請求項２】
　合金コントロール材料を溶融コーティング材料浴に添加し、基材が溶融コーティング材
料浴を通ることで、蒸着または電着させた合金コントロール材料が基材から溶け出すのを
最小限にすることを包含する請求項１に記載される方法。
【請求項３】
　蒸着または電着させた合金コントロール材料上での酸化物の形成を最小限にすることを
包含する請求項１または請求項２に記載される方法。
【請求項４】
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　蒸着または電着させた合金コントロール材料上での酸化物の形成を最小限にし、溶融コ
ーティング材料浴に投入する基材上の、蒸着または電着させた合金コントロール材料上に
は酸化物がないようにすることを包含する請求項３に記載される方法。
【請求項５】
　基材を溶融材料浴に輸送する前に、蒸着または電着させた合金コントロール材料上に亜
鉛コーティングを形成することを包含する前出の請求項のいずれかに記載される方法。
【請求項６】
　合金コントロール材料を基材上に（以下に記載されるように）物理的または化学的蒸着
技術または電着技術によって溶着させることを包含する前出の請求項のいずれかに記載さ
れる方法。
【請求項７】
　合金コントロール材料を、基材上に、十分な厚さを有する層として溶着させて、金属基
材の金属とコーティング材料の１以上の成分間の過剰な合金化を防止することを包含する
請求項６に記載される方法。
【請求項８】
　合金コントロール材料の層はコーティング層に比べて相対的に薄い請求項７に記載され
る方法。
【請求項９】
　合金コントロール材料の層は０．０１～１．０μｍ程度、好ましくは０．５μｍ以下で
ある請求項７または請求項８に記載される方法。
【請求項１０】
　合金コントロール材料は、金属基材の金属とコーティング材料の１以上の成分の両方と
合金を形成することができ、これによって、合金コントロール材料上にコーティング材料
のコーティングを形成することができる材料である前出の請求項のいずれかに記載される
方法。
【請求項１１】
　コーティング材料が亜鉛とアルミニウムの合金である場合であって、特に金属基材がス
チールから成る場合には、合金コントロール材料は、Ｓｉ、Ｔｉ、Ｍｎ、Ｎｉ、Ｎｂ、Ｔ
ａ、Ｗ、およびＺｎのいずれか１つまたは複数を含む請求項１０に記載される方法。
【請求項１２】
　溶融コーティング材料浴が亜鉛およびアルミニウムを含有する前出の請求項のいずれか
に記載される方法。
【請求項１３】
　亜鉛およびアルミニウム浴は少なくとも１０重量％の亜鉛、好ましくは少なくとも２０
重量％の亜鉛を含有する請求項１２に記載される方法。
【請求項１４】
　金属基材がスチールから成り、浴が亜鉛およびアルミニウムを含有する場合には、溶着
させた合金コントロール材料（ＡＣＭ）と共同で形成される合金は、Ａｌ－Ｆｅ－Ｚｎ－
ＡＣＭの四元合金（たとえば、ＡＣＭがＳｉの場合には、Ａｌ－Ｆｅ－Ｚｎ－Ｓｉの四元
合金）を含む前出の請求項のいずれかに記載される方法。
【請求項１５】
　溶融コーティング材料浴は、添加剤として考えられるような、チタン、カルシウム、マ
ンガン、カリウム、ビスマス、セリウムおよびランタンといった１以上の成分を全く含ま
ない請求項１１～請求項１４のいずれかに記載される方法。
【請求項１６】
　アルミニウムおよび亜鉛を含有する合金のコーティングをスチールから成る基材上に形
成する方法であって：
（ａ）シリコン、チタン、マンガン、ニッケル、ニオビウム、タンタル、タングステンお
よび亜鉛から成る群から選択される１以上の合金コントロール材料を基材上に蒸着または
電着させる工程と；
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（ｂ）基材を、亜鉛およびアルミニウムおよび任意に他の元素を含有する溶融浴に通して
、基材上に４０～６０重量％の亜鉛および４０～６０重量％のアルミニウムのコーティン
グを形成する工程とを
包含する方法。
【請求項１７】
　請求項１～請求項１６のいずれかに記載されるような、蒸着または電着された合金コン
トロール材料層を、基材の少なくとも一方表面上に備える金属基材。
【請求項１８】
　請求項１～請求項１６のいずれかに記載されるコーティング材料のコーティングをさら
に備える請求項１７に記載される金属基材。
【請求項１９】
　基材と、基材の少なくとも一方表面上の請求項１～請求項１６のいずれかに記載される
蒸着または電着された合金コントロール材料層と、電着された合金コントロール材料層上
の請求項１～請求項１６のいずれかに記載されるコーティング材料のコーティングとを備
えるコートされた基材。
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